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防
作
業
従
事
者
、
水
防
作
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従
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又
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応
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措
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事
者
が
、
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防
作
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又
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す
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（1） 

 

議案第４０号参考資料 

市民部市民自治推進室 

 

 

吹田市藤白台市民ホール指定管理者候補者の団体概要 

 

 

 

団体名称等 

団 体 名： 吹田市藤白台市民ホール運営委員会 

団体所在地： 吹田市藤白台２丁目９番１-１１４号 

委 員 長： 石原 教章 

設立年月日 昭和６３年(1988年)８月２１日 

団体の目的 

及び業務 

 

(目的) 

団体は、市民ホールの公正かつ民主的な運営を図り、地域住民の文化、福祉

向上及び地域住民相互の交流、親睦を高めることを目的とする。 

 

(業務) 

・市民ホール使用申請などの受付事務、書類、帳簿の整理 

・施設又は附属設備、備品の保守及び管理。 

役    員 委員長１名   副委員長１名   会計１名   会計監査１名 
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（2） 

 

吹田市藤白台市民ホールの指定管理者候補者選定の概要 

 

１ 指定管理者候補者 

名 称： 吹田市藤白台市民ホール運営委員会 

所在地： 吹田市藤白台２丁目９番１-１１４号 

代表者： 委員長 石原 教章 

 

２ 指定期間 

令和８年（2026年）４月１日から令和１３年（2031年）３月３１日まで 

 

３ 管理経費の提案額 

年  度 管理経費の提案額 

令和 ８年度（2026年度） ２，４２７，６３５円 

令和 ９年度（2027年度） ２，５１９，１０３円 

令和１０年度（2028年度） ２，６１４，３０４円 

令和１１年度（2029年度） ２，７１３，２３９円 

令和１２年度（2030年度） ２，８１５，９０８円 

合  計 １３，０９０，１８９円 

   ※管理経費は、市が指定管理料として支出します。指定管理料の額は、年度ごとの予算の範 

囲内で市と指定管理者が協議し、双方で締結する年度協定書で定めるものとします。 

 

４ 非公募の理由及び選定経過の概要 

（１）非公募の理由 

本施設については、地域住民のコミュニティ活動等の基盤施設であり、吹田市地区市民

ホール条例第９条の規定に基づき、地域住民により施設の管理を行うことを目的とした団

体を指定管理者とすることが、施設の設置目的を最も効果的に達成できるため、当該運営

委員会を指定管理者候補者に選定しました。 

 

（２）選定の経過 

第３回選定委員会   令和８年（2026年）１月９日 

第４回選定委員会   令和８年（2026年）２月２日 

 

５ 選定委員会委員 

（敬省略） 

 氏  名 役  職  等 

委 員 長 橋爪 真 大和大学政治経済学部長 

副委員長 橋本 理 関西大学社会学部教授 

委  員 大形 智美 
特定非営利活動法人吹田歴史文化まちづくり協会 

副理事長 

委  員 敷地 咲子 フラダンス shikiji 主宰 

委  員 長谷川 真哉 近畿税理士会吹田支部 
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（3） 

 

６ 選定の概要 

（１）選定方法 

選定委員会において、申請書類に関する書類審査を行い、選定基準、評価項目に従い採

点し、指定管理者候補者として適格性を判断しました。 

選定については、委員一人当たりの評価点を１００点満点とし、各委員の総評価点数を 

評価委員数で割った点数が６０点以上の場合において、指定管理者候補者としました。 

（２）選定結果 

上記選定基準に達していたため、指定管理者候補者として決定しました。 

Ａ委員 Ｂ委員 Ｃ委員 Ｄ委員 Ｅ委員

①施設の運営方針と運営計画について 5 4 5 4 3 4

③個人情報の保護及び情報公開への対
応

5 5 4 5 4 3

①施設の設置目的に合致している 5 4 5 4 3 4

⑤安心・安全に利用できる施設とする
ための具体的方策及び緊急時の対応

10 8 10 8 8 6

⑥特徴のある自主事業の提案 5 4 5 4 2 4

①安定した管理を行う人員の確保 10 6 10 8 8 6

②適正な委託料の使用 10 8 10 6 8 6

①市の施策への寄与 5 5 5 3 4 3

②環境への配慮 5 5 5 3 4 3

100 81 94 69 64 66

6

選定基準　 評価項目 配点
評価点　　　(単位：点)

4 7

④サービスの向上を図るための具体的
手法及び期待される効果

(1)市民の平等な利用が確保される
こと

②平等な利用を図るための具体的手法
及び期待される効果

10 8 8

8 10

4

4 4 4

10

374

2 4

4
(2)事業計画書の内容が、施設の効
用を最大限に発揮するものであるこ
と

②事業計画の内容が具体的であり、か
つ創意工夫や積極性が見られる

5 4 5

4 4 6

(5)その他　指定管理者に求める役
割

合計点数

2
③施設の利用を促進させる具体的方策
及び利用者ニーズへの対応

5

(3)安定した管理を行う人員を確保
し、委託料の適正な使用が図れてい
ること

(4)収支計画書の内容が、施設の管
理経費の縮減が図られるものである
こと

8 8

各委員の総評価点数を選定委員数で割った点数 74.8

6 8 6

総評価点数

①施設の管理運営に係る経費の内容 10
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